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骨髄移植
ドナー支援事業

平成３０年４月から
国民健康保険制度の一部が変わりました
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【お問い合わせ先】
健康福祉課　地域包括支援グループ
　　　　　　有線　３１－５１３４　電話　５４－２５１２

【お問い合わせ先】
健康福祉課　医療介護保険グループ　
　　　　　　有線：３１－５１２１
　　　　　　電話：５４－２５１１

　公益財団法人日本骨髄バンク
が実施する骨髄バンク事業にお
いて、骨髄・抹消血幹細胞提供
者となった方に対し、ドナーの負
担軽減を図ることを目的に補助
金を交付します。支給額は骨髄
の提供に係る通院又は入院の日
数×２万円です。ただし、１回の
骨髄等の提供につき１４万円を
限度とします。詳細は下記にお
問い合わせください。

　島根県では平成３０年（２０１８年）４月より若年性認知症コーディネーターが２名配置されました。
６５歳未満の方で物忘れでお困りの方はぜひご相談下さい。

○保険税の納付先や保険給付の申請、各種届出の窓口は
　これまでどおり、お住まいの市町村で変わりません。

＊被保険者証兼高齢受給者証の場合、表示される項目が一部異なります。

【例：平成３０年７月に島根県Ａ市から島根県Ｂ市に転居された場合】

◆◇新エネルギー設備導入促進事業奨励金◇◆
　奥出雲町では、石油代替エネルギーの確保や地球温暖化対策を推進するため「奥出雲町新エ
ネルギー設備導入促進事業奨励金」を助成しています。助成の対象は、次のとおりです。

【対　象　者　等】 下表の対象機器・設備を、町内の住宅または事業所に設置しようとする方。
【対象機器・設備】 対象機器･設備および奨励金額等は次のとおりです。

【申　請　方　法】 申請書に必要書類を添付し、役場農林土木課まで提出ください。
 また、機器を設置しようとされる２週間前には申請書を提出ください。
【申　請　期　限】 区分①～④については、平成31年1月31日(木)まで。
 区分⑤、⑥については、平成31年2月28日(木)まで。
 （ただし、申請額が予算に達したら受付を終了します。）
※この奨励金は、島根県太陽光発電等導入支援事業補助金（1kWあたり
1万円）の助成を受けています。

※機器設置後の申請は、奨励金の対象外となりますのでご注意ください。

このようなサインは
認知症の可能性があります

　変わった主な点は、次のとおりです。

○保険者に県が加わり、資格取得・喪失は県単位になりました。
　●島根県内での転居の場合、国保の資格は変わりません。
　●転居後の市町村において、改めて保険証が交付されます。
　●他県に転居した場合には、国保の資格の取得・喪失が生じます。
　＊市町村への転入・転出届はこれまでと同様に必要です。

○高額療養費の多数回該当の通算方法が変わります。
　これまで市町村をまたいで転居した場合、国保の資格を喪失するため高額療養費の該当回数は通
算されませんでした。
　平成３０年４月以降は、島根県内での住所異動で世帯の継続性が保たれている場合は、該当回数
が通算できるようになりました。

○被保険者証（保険証）等の様式が変わります。
　●島根県が保険者に加わることに伴い、保険証や限度額適用認定証等の様式が変更になります。
　●７０歳から７４歳までの方が対象となる高齢受給者証と保険証が一つにまとめられて、「国民健康
保険被保険者証兼高齢受給者証」となります。

　●島根県内すべての市町村において、毎年８月１日更新となります。
　●平成３０年７月３１日までの間は旧様式の保険証が使用できます。有効期限をご確認のうえ、医療
機関の窓口等で提示してください。

【申請先・お問い合わせ先】
農林土木課  農林管理グループ
有線　２０－４２２１
電話　５２－２６７３
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A市／1回目平成30年3月まで A市／2回目 A市／3回目 B市／1回目 B市／2回目 B市／3回目 B市／4回目

島根県／1回目平成30年4月から 島根県／2回目島根県／3回目島根県／4回目島根県／5回目島根県／6回目島根県／7回目

若年性認知症コーディネーター配置のお知らせ

環境保全のための奨励金制度をご活用ください

①

②

③

④

⑤

⑥

太 陽 光 発 電 設 備

L E D 照 明 機 器

蓄　　　電　　　池

太 陽熱利用設備
（ソーラーシステムに限る）
ペレット・薪ストーブ
火鉢及び暖炉、薪風呂等
林地残材集積装置

出力1kWあたり5万円（上限20万円）
ただし、パナソニック製以外は出力1kWあたり3万円（上限12万円）
対象経費1万円以上でその10％以内
ただし、①太陽光発電設備を同時に設置する場合のみ対象
定額10万円（ただし設置経費を上限とする。）
ただし、①太陽光発電設備を同時に設置する場合のみ対象

設置経費の1/2（上限30万円）

対象経費1万円以上でその25％以内（上限5万円）

購入経費の1/2（上限30万円）

区分 対象機器 奨励金額等

  

島根県内市町村間
での転居 ここから多数回該当

ここから多数回該当

【お問い合わせ先】
健康福祉課  健康づくり推進グループ
　　　　　有線　３１－５１４４
　　　　　電話　５４－２７８１

県名が入ります

【新様式】

県名が入ります

市町村による資格管
理開始日が入ります

これまでどおり、
お住まいの市町村

印

島根県
国民健康保険　　　　有効期限 平成31年7月31日
被保険者証
記号番号　00-1234567890
氏名　島根 太郎
生年月日　年　月　日
適用開始年月日

交付者名　●●市

交付年月日　年　月　日　　性別
世帯主氏名　島根 太郎
住所　●●市▲▲町123-45
保険者番号　32 x x x x


